


「県
警
漏
え
い
は
違
法
」

岐
阜
地
裁

原
告
、
初
弁
論
で
主
張

岐
阜
県
大
垣
市
で
中
部

電
力
の
子
会
社
シ
ー
テ
ッ

ク

（名
古
屋
市
）
が
計
画

し
た
風
力
発
電
施
設
の
建

設
に
反
対
す
る
住
民
の
個

人

情
報

を

県

警

が

収
集

し
、
シ
ー
テ
ッ
ク
側
に
伝

え
た
の
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

侵
書
だ
と
し
て
、
住
民
４

人
が
県
に
計
４
４
０
万
円

の
損
害
賠
償
を
求
め
た
訴

訟
の
第
１
回
口
頭
弁
論
が

８
日
、
岐
阜
地
裁

（武
藤

真
紀
子
裁
判
長
）
で
開
か

れ
た
。

訴
状
に
よ
る
と
、
風
力

発
電
に
反
対
す
る
住
民
ら

の
個
人
情
報
を
大
垣
署
警

備
課
が
集
め
、
２
０
１
３

年
８
月
か
ら
少
な
く
と
も

４
回
、
住
民
ら
４
人
の
氏

名
や
学
歴
な
ど
を
同
署
内

で
シ
ー
テ
ッ
ク
社
員
に
伝

え
た
と
し
て
い
る
。

原
告
側
は

「シ
ー
テ

ッ

ク
側
は
情
報
の
提
供
を
受

け
た
と
認
め
て
い
る
。
職

務
上
知
り
得
た
秘
密
の
漏

え
い
を
禁
じ
た
地
方
公
務

員
法
違
反
だ
」
と
主
張
し

て
い
る
。

‐４
年
に
住
民
が
地
方
公

務
員
法

（守
秘
義
務
）
違

反
容
疑
で
容
疑
者
を
特
定

し
な
い
ま
ま
岐
阜
地
検
に

告
発
。

１５
年
１２
月
に
容
疑

な
し
で
不
起
訴
処
分
と
な

っ
た
。

県
側
、認
否
明
か
さ
ず

県
警
情
報
漏
え
い
初
弁
論
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大
垣
市
で
風
力
発
電
施

設
の
建
設
計
画
に
反
対
す

る
住
民
の
個
人
情
報
を
県

警
が
収
集
し
、
中
部
電
力

の
子
会

社

シ

ー

テ

ッ
ク

（名
古
屋
市
）
側
に
伝
え

た
の
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵

害
だ
と
し
て
、
住
民
４
人

が
県
に
計
４
４
０
万
円
の

損
害
賠
償
を
求
め
た
訴
訟

の
第
１
回
口
頭
弁
論
が
８

日
、
岐
阜
地
裁

（武
藤
真

紀
子
裁
判
長
）
で
あ
り
、

県

は
請

求

棄
却

を
求

め

た
。原

告
の
自
営
業
、
三
輪

唯
夫
さ
ん
（６８
）
が
意
見
陳

述
し

「生
活
を
守
る
た
め

反
対
し
た
が
、
な
ぜ
監
視

さ
れ
情
報
が
流
さ
れ
た
の

か
。
〈
「
も
混
乱
し
て
い
る
」

と
訴
え
た
。

県
は
答
弁
書
で

「警
察

の
情
報
収
集
活
動
の
具
体

的
な
内
容
に
つ
い
て
は
認

否
を
明
ら
か
に
し
な
い
」

と
し
た
。

訴
状
に
よ
る
と
、
風
力

発
電
に
反
対
す
る
住
民
ら

の
個
人
情
報
を
大
垣
署
警

備
課
が
集
め
、
２
０
１
３

年
８
月
か
ら
少
な
く
と
も

４
回
、
住
民
ら
４
人
の
氏

名
や
学
歴
な
ど
を
同
署
内

で
シ
ー
テ

ッ
ク
社
員
に
伝

ぇ
た
と
し
て
い
る
。

原
告
側
は

「シ
ー
テ

ツ

ク
側
は
情
報
の
提
供
を
受

け
た
と
認
め
て
い
る
。
職

務
上
知
り
得
た
秘
密
の
漏

え
い
を
禁
じ
た
地
方
公
務

員
法
違
反
だ
」
と
主
張
し

て
い
る
。

‐４
年
に
住
民
が
地
方
公

務
員
法

（守
秘
義
務
）
違

反
容
疑
で
容
疑
者
を
特
定

し
な
い
ま
ま
岐
阜
地
検
に

告
発
。

１５
年
１２
月
に
容
疑

な
し
で
不
起
訴
処
分
と
な

っ
た
。





大
垣
署
情
報
漏
え
い
訴
訟

県
側
、一鵡
求
棄
却
求
め
る

大
垣
市
な
ど
で
計
画
さ
れ
て

い
る
風
力
発
電
施
設
の
建
設
を

巡
り
、
大
垣
署
員
が
中
部
電
力

の
子
会
社
シ
ー
テ
ッ
ク
に
反
対

住
民
ら
の
個
人
情
報
を
提
供

し
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
な
ど
が

侵
害
さ
れ
、
精
神
的
苦
痛
を
受

け
た
と
し
て
、
住
民
４
人
が
県

を
相
手
取
り
計
４
４
０
万
円
の

損
害
賠
償
を
求
め
た
訴
訟
の
第

１
回
口
頭
弁
論
が
８
日
、
岐
阜

地
裁

（武
藤
真
紀
子
裁
判
長
）

で
あ
り
、
県
側
は
請
求
棄
却
を

求
め
た
。

原
告
の
上
人
、
三
輪
唯
夫
さ

ん
（
６８
）
は
意
見
陣
述
で

「
今
回

の
特
察
の
行
為
は
許
さ
れ
る
行

為
で
は
な
く
、
許
す
べ
き
で
な

い
。
法
で
は
、
讐
察
に
私
の
個

人
情
報
を
無
断
収
集
し
て
管
理

・
し
、
第
二
者
に
教
え
る
権
限
を

与
え
て
い
な
い
」
と
訴
え
た
。

県
側
は
答
弁
書
で
、
警
察
の

情
報
収
集
活
動
の
具
体
的
な
内

一
容
に
つ
い
て
は

「公
共
の
安
全

と
秩
序
の
維
持
に
影
絆
を
及
ぼ

す
恐
れ
が
生
じ
る
」
と
し
て
明

ら
か
に
し
な
い
と
し
た
。
原
告

．
測
凛

る
「嶺

嚇
察
敵
繰
¨
一
諄
縣

・

が
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う

・

裁
判
長
に
求
め
た
。

、

訴
状
に
よ
る
と
、
同
署
員
が

２
０
１
３
～
１４
年
に
少
な
く
と

も
４
回
、
同
社
に
名
前
や
病
歴

な
ど
の
個
人
情
報
を
提
供
。
市

民
運
動
に
対
す
る
意
図
的
な
抑

圧
で
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
や
表

現
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
た
と
主

張
し
て
い
る
。

４
人
は
１４
年
、
地
方
公
務
員

法

の
守
秘
義
務
違
反
の
疑
い

．
で
、
署
員
を
氏
名
不
詳
と
し
て

岐
阜
地
検
に
告
発
。
地
検
は
１５

年
１２
月
、
不
起
訴
処
分
と
し
た
。

岐阜地裁
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制
賠
償
訴
訟

県
側
争
う
姿
勢

囃
　
　
　
　
風
力
発
電
計
画
巡
リ

コ
理
合
ア
つ
一不
六
墨
丁

中
部
電
力
子
会
社
の
シ
ー
テ

ッ
ク

（
名
古
屋
市
）
が
計
画
す

る
風
力
発
電
施
設
の
建
設
を
巡

り
、
計
画
に
反
対
す
る
住
民
ら

の
情
報
を
、
大
垣
署
員
が
同
社

に
提
供
し
た
な
ど
と
し
て
、
住

民
ら
４
人
が
県
に
計
約
４
４
０

万
円
の
支
払
い
を
求
め
た
国
家

賠
償
請
求
訴
訟
の
第
１
回
弁
論

が
８
日
、
岐
阜
地
裁

（
武
藤
真

紀
子
裁
判
長
）
で
あ

っ
た
。
県

側
は
請
求
の
棄
却
を
求
め
、
熱

う
姿
勢
を
示
し
た
。

訴
状
な
ど

に
よ
る
と
、
２
０

１
３
～
１４
年
の
間
、
同
署
員
が

４
回
に
わ
た
り
、
４
人
の
交
友

関
係
や
思
想
信
条
な
ど

に
関
す

る
個
人
情
報
を
同
社
に
提
供
し

た
た
め
、
４
人
は
精
神
的
苦
痛

を
受
け
た
と
主
張
し
て
い
る
。

原
告
側
が
主
張
す
る
情
報
提

供

に

つ
い
て
、
県
は
答
弁
書

で
、

ス
警
察
の
）
今
後
の
情
報
収
集

活
動
が
困
難

に
な
り
、
公
共
の

安
全
と
秩
序
の
維
持
に
重
大
な

影
響
を
及
ぼ
す
恐
れ
が

あ
る

」

と

し

て
、
個
別

の
認
否
を

明
ら

か

に
し
な
か

っ
た
。
フ
」
の
た
め
、

原
告
側
は

「
国
家
権
力
を
行
使

す
る
者
と
し
て
の
責
務
を
放
棄

し
て
い
る
」
な
ど
と
指
摘
、
大

垣
署
が
４
人
の
個
人
情
報
を
収

集

・
提
供
し
た
事
実
の
具
体
的

内
容
を
県
に
明
ら
か

に
さ
せ
る

よ
う
裁
判
長
に
求
め
た
。
、




